
令和６年度介護報酬改定について
（看護小規模多機能型居宅介護）

１ 介護給付費分科会239回（R6.1.22）参考資料１「令和６年度介護報酬改
定における改定事項について」を編集したものです。各改定事項概要欄に

【省令改正】と記載のある事項は令和６年１月15日に諮問・答申済みとなります。

２ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改
正する省令を編集したものです。









































































  

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九
に
規
定

す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に

関
す
る
規
程
」
と
、
同
項
、
第
三
条
の
三
十
の
二
第
二
項
、
第
三
条
の
三
十

二
第
一
項
並
び
に
第
三
条
の
三
十
八
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
定
期
巡

回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」
と
、

第
三
条
の
十
一
第
一
項
中
「
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
」
と
あ
る
の
は
「
入
居
の
際
に
」
と
、
同
条
第
二

項
中
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
が
利
用
者
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
な
い
等
の
場

合
で
あ
っ
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
要
介
護
認
定
」
と
あ
る
の
は
「
要
介

護
認
定
」
と
、
第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
章

第
五
節
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て

知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「

二
月
」
と
、
第
百
四
十
七
条
中
「
第
百
三
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
八
条
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
百

三
十
七
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
二
条
第
七
項
」
と
、
同
条
第

六
号
中
「
第
百
五
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
」
と
、
同
条
第

七
号
中
「
第
百
五
十
五
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
第
百
五
十
五
条
第
三
項
」
と
、
第
百
五
十
六
条
第
二
項
第
二
号

中
「
第
百
三
十
五
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
第
百
三
十
五
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
第
百
三
十
七
条
第

五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
二
条
第
七
項
」
と
、
同
項
第
四
号
及
び
第

五
号
中
「
次
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「

前
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第

三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と

あ
る
の
は
「
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、

同
項
、
第
三
条
の
三
十
の
二
第
二
項
、
第
三
条
の
三
十
二
第
一
項
並
び
に
第

三
条
の
三
十
八
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪

問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
従
業
者
」
と
、
第
三
条
の
十
一
第
一

項
中
「
指
定
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
の
提
供
の
開
始
に
際

し
、
」
と
あ
る
の
は
「
入
居
の
際
に
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
指
定
居
宅
介

護
支
援
が
利
用
者
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
な
い
等
の
場
合
で
あ
っ
て
必
要
と

認
め
る
と
き
は
、
要
介
護
認
定
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
認
定
」
と
、
第
二

十
八
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
章
第
五
節
」
と
、
第
三

十
四
条
第
一
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」

と
あ
る
の
は
「
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
つ
い

て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
、
第
百
四

十
七
条
中
「
第
百
三
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
第
百
三
十
八
条
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
百
三
十
七
条
第
五
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
二
条
第
七
項
」
と
、
同
条
第
六
号
中
「
第
百
五
十

七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
」
と
、
同
条
第
七
号
中
「
第
百
五
十

五
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五

十
五
条
第
三
項
」
と
、
第
百
五
十
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
百
三
十
五
条

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五

条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
第
百
三
十
七
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
百
六
十
二
条
第
七
項
」
と
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
次
条
」
と

あ
る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
前
条
第
三
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
百
六
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
三
項
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
従
業
者
の
員
数
等
） 

第
百
七
十
一
条 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

（
従
業
者
の
員
数
等
） 

第
百
七
十
一
条 
（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

改
正
後

改
正
前



  

７ 

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
掲
げ
る
施
設
等
が
併
設
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
前
各
項
に
定
め
る

人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を

置
く
ほ
か
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す

従
業
者
を
置
い
て
い
る
と
き
は
、
当
該
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従

業
者
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 一
～
三 

（
略
） 

（
削
る
） 

７ 

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
掲
げ
る
施
設
等
が
併
設
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
前
各
項
に
定
め
る

人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
を

置
く
ほ
か
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
人
員
に
関
す
る
基
準
を
満
た
す

従
業
者
を
置
い
て
い
る
と
き
は
、
当
該
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従

業
者
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 一
～
三 

（
略
） 

四 

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
医
療
法
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定

す
る
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
） 

四 

（
略
） 

８
～
14 

（
略
） 

 

五 

（
略
） 

８
～
14 

（
略
） 

 

（
管
理
者
） 

第
百
七
十
二
条 

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
看

護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る

常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
看
護
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
看

護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
他
の

事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

  

２
・
３ 

（
略
） 

（
管
理
者
） 

第
百
七
十
二
条 

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
看

護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
ご
と
に
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る

常
勤
の
管
理
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
指
定
看
護
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
は
、
当
該
指
定
看

護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
同
一

敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
若
し
く
は
当
該
指
定
看
護
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
に
併
設
す
る
前
条
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
等

の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
） 

第
百
七
十
七
条 

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
方
針
は
、
次
に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
は
、
利
用
者
が
住
み
慣
れ
た
地

域
で
の
生
活
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
利
用
者
の
病
状
、
心
身

の
状
況
、
希
望
及
び
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
を
踏
ま
え
て
、
通
い
サ
ー

（
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
具
体
的
取
扱
方
針
） 

第
百
七
十
七
条 

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
方
針
は
、
次
に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
は
、
利
用
者
が
住
み
慣
れ
た
地

域
で
の
生
活
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
利
用
者
の
病
状
、
心
身

の
状
況
、
希
望
及
び
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
を
踏
ま
え
て
、
通
い
サ
ー



  

ビ
ス
、
訪
問
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
を
柔
軟
に
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
当
該
利
用
者
の
居
宅
に
お
い
て
、
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
に

通
わ
せ
、
若
し
く
は
短
期
間
宿
泊
さ
せ
、
日
常
生
活
上
の
世
話
及
び
機
能

訓
練
並
び
に
療
養
上
の
世
話
又
は
必
要
な
診
療
の
補
助
を
妥
当
適
切
に
行

う
も
の
と
す
る
。 

ビ
ス
、
訪
問
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
を
柔
軟
に
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
療
養
上
の
管
理
の
下
で
妥
当
適
切
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

 
二
～
六 
（
略
） 

七 

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の

適
正
化
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ

レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）

を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
看

護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

ロ 

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。 

ハ 

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等

の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

八
～
十
二 

（
略
） 

 

二
～
六 

（
略
） 

（
新
設
） 

        

七
～
十
一 

（
略
） 

（
記
録
の
整
備
） 

第
百
八
十
一
条 

（
略
） 

２ 

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指

定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る

記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 一
・
二 

（
略
） 

三 

第
百
七
十
七
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時

間
、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由

の
記
録 

四
・
五 

（
略
） 

六 

次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
供

し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録 

（
記
録
の
整
備
） 

第
百
八
十
一
条 

（
略
） 

２ 

指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
利
用
者
に
対
す
る
指

定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
提
供
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る

記
録
を
整
備
し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 一
・
二 

（
略
） 

三 

第
百
七
十
七
条
第
六
号
に
規
定
す
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間

、
そ
の
際
の
利
用
者
の
心
身
の
状
況
並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の

記
録 

四
・
五 
（
略
） 

六 

次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
提
供
し

た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
の
記
録 



  

七 

次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
二
十
六
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
へ

の
通
知
に
係
る
記
録 

八 

次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦

情
の
内
容
等
の
記
録 

九 
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事

故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録 

十 

（
略
） 

七 

次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
二
十
六
に
規
定
す
る
市
町
村
へ
の

通
知
に
係
る
記
録 

八 

次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
苦
情

の
内
容
等
の
記
録 

九 

次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
の
三
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故

の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録 

十 

（
略
） 

 

（
準
用
） 

第
百
八
十
二
条 

第
三
条
の
七
か
ら
第
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
条
の
十
八
、

第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、
第
三
条
の
三

十
二
か
ら
第
三
条
の
三
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
三
十
八
か
ら
第
三
条
の
三
十

九
ま
で
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
、
第
六

十
八
条
か
ら
第
七
十
一
条
ま
で
、
第
七
十
四
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第

七
十
八
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
一
条
か
ら
第
八
十
四
条
ま
で
、
第
八
十

六
条
及
び
第
八
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅

介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七
第

一
項
中
「
第
三
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
百

八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す

る
規
程
」
と
、
同
項
、
第
三
条
の
三
十
の
二
第
二
項
、
第
三
条
の
三
十
二
第

一
項
並
び
に
第
三
条
の
三
十
八
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
定
期
巡
回
・

随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模
多
機
能

型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の

は
「
第
八
章
第
四
節
」
と
、
第
三
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十

三
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と

あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
四
条

第
一
項
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る

の
は
「
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と

、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
」
と
、
「
活
動
状
況
」
と
あ
る
の
は
「
通

い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿
泊
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
回
数
等
の
活
動
状
況
」
と
、
第
六

（
準
用
） 

第
百
八
十
二
条 

第
三
条
の
七
か
ら
第
三
条
の
十
一
ま
で
、
第
三
条
の
十
八
、

第
三
条
の
二
十
、
第
三
条
の
二
十
六
、
第
三
条
の
三
十
の
二
、
第
三
条
の
三

十
二
か
ら
第
三
条
の
三
十
六
ま
で
、
第
三
条
の
三
十
八
か
ら
第
三
条
の
三
十

九
ま
で
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
、
第
六

十
八
条
か
ら
第
七
十
一
条
ま
で
、
第
七
十
四
条
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
、
第

七
十
八
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
一
条
か
ら
第
八
十
四
条
ま
で
及
び
第
八

十
六
条
の
規
定
は
、
指
定
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の
事
業
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
条
の

二
十
九
に
規
定
す
る
運
営
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
」
と
、
同
項

、
第
三
条
の
三
十
の
二
第
二
項
、
第
三
条
の
三
十
二
第
一
項
並
び
に
第
三
条

の
三
十
八
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介

護
看
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者

」
と
、
第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
こ
の
節
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
章
第
四
節

」
と
、
第
三
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
三
条
第
二
項
第
一
号

及
び
第
三
号
中
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
地
域
密

着
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
に
つ
い
て
知
見
を
有
す
る
者
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る

の
は
「
二
月
」
と
、
「
活
動
状
況
」
と
あ
る
の
は
「
通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び
宿

泊
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
回
数
等
の
活
動
状
況
」
と
、
第
六
十
八
条
中
「
第
六
十



  

十
八
条
中
「
第
六
十
三
条
第
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
一
条
第
十

三
項
」
と
、
第
七
十
条
及
び
第
七
十
八
条
中
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、

第
八
十
六
条
中
「
第
六
十
三
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
一
条
第

七
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

三
条
第
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
一
条
第
十
三
項
」
と
、
第
七
十

条
及
び
第
七
十
八
条
中
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の

は
「
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
者
」
と
、
第
八
十
六
条
中
「
第

六
十
三
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
一
条
第
七
項
各
号
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 


